
愛 媛 県 報

８６８

規 則

�愛媛県規則第４０号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則及び愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則の一部を改正する規則を次のように

定める。

令和５年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則及び愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則の一部を改正する規則

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則の一部改正）

第１条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和５２年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則（平成１２年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則及び愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則の一部を改正する規則…（循環型社会推進課）…８６８

告 示

○ 愛媛県県税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更…………………………………………………………………………………………………（税務課）…８７１

○ 救急病院の協力申出……………………………………………………………………………………………………………………………………（医療対策課）…８７１

○ 道路の供用開始（県道薮ヶ市松野線）………………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…８７１

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可申請の概要……………………………………（南予地方局八幡浜保健所環境保全課）…８７１

訓 令

○ 愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令………………………………………………………………………………………（男女参画・子育て支援課）…８７３

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…８７４

改 正 後 改 正 前

第６条 省略

（提出書類の特例）

第７条 省令及びこの規則の規定により同時に２以上の申請書その

他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付

すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類

にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載し

て、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略するこ

とができる。

２ 前項に規定する場合のほか、知事は、本人確認情報（住民基本

台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の６第１項に規定する本人

確認情報をいう。）を利用し、又は当該情報の提供を受ける方法

その他の方法により省令及びこの規則の規定によつて添付すべき

書類の内容を確認することができるためその添付の必要がないと

認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させる

ことができる。

第８条 省略

第６条 省略

第７条 省略

毎週（火・金）曜日発行 第４４３号 令和５年９月１５日

令和５年９月１５日金曜日 第４４３号
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改 正 後 改 正 前

第１１条 省略

（提出書類の特例）

第１２条 省令及びこの規則の規定により同時に２以上の申請書その

他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付

すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類

にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載し

て、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略するこ

とができる。

第１３条 省略

様式第１号（第２条関係） 再生輸送業者指定申請書

第１１条 省略

第１２条 省略

様式第１号（第２条関係） 再生輸送業者指定申請書

省略

申請者
氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者
氏名（法人にあっては、 �

名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第３号（第３条関係） 再生活用業者指定申請書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第３号（第３条関係） 再生活用業者指定申請書

省略

申請者
氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者
氏名（法人にあっては、 �

名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第５号（第４条関係） 再生利用業者変更指定申請書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第５号（第４条関係） 再生利用業者変更指定申請書

省略

申請者
氏名（法人にあっては、

名称及び代表者の氏名）

省略

省略

申請者
氏名（法人にあっては、 �

名称及び代表者の氏名）

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

様式第６号（第５条関係） 再生利用業廃止（変更）届出書

注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

様式第６号（第５条関係） 再生利用業廃止（変更）届出書
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附 則

１ この規則は、令和５年９月１６日から施行する。

２ 愛媛県規則における押印等を不要とするための手続の特例に関する規則（令和３年愛媛県規則第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

省略

氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注１ 省略

２ 省略

３ 省略

様式第７号（第８条関係） 産業廃棄物の再生利用実績報告書

注１ 省略

２ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

３ 省略

４ 省略

様式第７号（第８条関係） 産業廃棄物の再生利用実績報告書

省略

氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注 省略

様式第８号（第９条関係） 再生利用業者指定証再交付申請書

注１ 省略

２ 報告者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

様式第８号（第９条関係） 再生利用業者指定証再交付申請書

省略

氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名）

省略

氏名（法人にあっては、そ

の名称及び代表者の氏名） �

省略 省略

注 省略 注１ 省略

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名

することができる。

改 正 後 改 正 前

申請者、届出者、報告者等が行わなければならないとされている

書類の押印、署名又は署名押印（これらに類するものを含む。）に

ついては、次に掲げる規則の規定にかかわらず、申請者、届出者、

報告者等は、これらの行為を行うことを要しない。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

申請者、届出者、報告者等が行わなければならないとされている

書類の押印、署名又は署名押印（これらに類するものを含む。）に

ついては、次に掲げる規則の規定にかかわらず、申請者、届出者、

報告者等は、これらの行為を行うことを要しない。

�～� 省略

� 愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則（平成１２

年愛媛県規則第５８号）様式第１号、様式第３号、様式第５号か

ら様式第８号まで

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 省略

� 省略

� 省略

 省略
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告 示

��������������

�愛媛県告示第１００５号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）

第３条第１項の規定により、令和５年９月５日次のとおり愛媛県県

税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を許可した。

令和５年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１００６号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和５年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１００８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県八幡浜保健所及

び大洲市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和５年９月１５日

愛媛県八幡浜保健所長 竹 内 豊

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

鹿島建設株式会社

東京都港区元赤坂１－３－１

代表取締役社長 天野 裕正

２ 事業場の名称及び所在地

鹿島建設㈱山鳥坂ダム仮排水トンネル工事事務所

大洲市肱川町山鳥坂地先

３ 特定施設に関する事項

� バッチャープラント

�愛媛県告示第１００７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定

番号

売りさばき人

氏 名

変 更 事 項

新 旧

２６ 愛媛県猟友会
大洲支部
支部長
城戸 哲雄

１ 住所
大洲市阿蔵甲３７４
－２

２ 売りさばき所
大洲市阿蔵甲３７４
－２

１ 住所
大洲市柚木３４０－
２９

２ 売りさばき所
大洲市柚木３４０－
２９

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

西予市立西予市
民病院

西予市宇和町永長１４７番
地１ 西 予 市

令和８年
９月２０日
まで

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 薮ヶ市松野線
北宇和郡松野町大字富岡２１８６番３から

同大字２１７７番３まで
令和５年９月１５日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 通常４回／日、最大５回／日

特定施設の１日当たりの使用
時間 通常４時間、最大５時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０．０～１２．０

最大 １０．０～１２．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１ ５５ 生コンクリート製造業の用に供
するバッチャープラント

特 定 施 設 の 能 力 ２５�／ｈ

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 沈殿槽

� 濁水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４

最大 ０．０５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２．０

最大 １５．０

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 沈殿槽

処 理 施 設 の 型 式 －

処 理 施 設 の 構 造 鋼製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 ５，０００×２，０００×２，０００（�）

処 理 施 設 の 能 力 有効容積２０�

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 自然沈降

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０．０～１２．０

最大 １０．０～１２．０

通常 １０．０～１２．０

最大 １０．０～１２．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

通常 ５．０

最大 １０．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ５．０

通常 ３．０

最大 ５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，０００

通常 ２５０

最大 ３００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

通常 ２．０

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４

最大 ０．０５

通常 ０．０４

最大 ０．０５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２．０

最大 １５．０

通常 １２．０

最大 １５．０

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 スギジェット式シックナー

処 理 施 設 の 型 式 ＴＪＬ－３０

処 理 施 設 の 構 造 鋼製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 ２，３００×２，４００×５，５００（�）

処 理 施 設 の 能 力 ３０�／ｈ

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈殿＋ｐＨ調整

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０．０～１２．０

最大 １０．０～１２．０

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

通常 ５．０

最大 １０．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ５．０

通常 ３．０

最大 ５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，０００

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

通常 ２．０

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４

最大 ０．０５

通常 ０．０４

最大 ０．０５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９０．７

最大 ３３３

通常 ９０．７

最大 ３３３

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ５．０
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訓 令

�愛媛県訓令第１５号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和５年９月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０４

最大 ０．０５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９０．７

最大 ３３３

改 正 後 改 正 前

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第６（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

知

事

専決者

福

祉

政

策

統

括

監

局

長

課

長

主

幹

福

祉

政

策

統

括

監

局

長

課

長

主

幹

男

女

参

画

・

子

育

て

支

援

課

１～７

省略

男

女

参

画

・

子

育

て

支

援

課

１～７

省略

８ 就学

前の子

どもに

関する

教育、

保育等

の総合

的な提

供の推

進に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 認定こども園に関するこ

と。

８ 就学

前の子

どもに

関する

教育、

保育等

の総合

的な提

供の推

進に関

する法

律の施

行に関

する事

務

１ 認定こども園に関するこ

と。

� 認定（第３条第１項、第

３項、第９項）

○

� 省略 � 省略

� 認定の取消し（第７条） ○

� 省略 � 省略

� 設置等の届出の受理（第

１６条）

○

� 設置等の認可（第１７条第

１項）

○

� 省略 � 省略

� 認可に係る協議（第１７条

第５項 ）

○ � 認可に係る協議（第１７条

第４項、第５項）

○

	 書類の受理（第１８条） ○
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第６５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和５年９月１５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１２１，１１２

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，４２３

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４０，１３９

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

附 則

この訓令は、令和５年９月１６日から施行する。

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，９２０ １４，３０７

南 宇 和 郡 １７，２８１ ５，７６１

松山市・上浮穴郡 ４２９，９１４ １３８，３１９

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３３，０４１ ４４，３４７

宇和島市・北宇和郡 ７１，８４３ ２３，９４８

八幡浜市・西宇和郡 ３４，４０７ １１，４６９

� 認可の取消し（第２２条第

１項）

○

� 園長の届出の受理（第２６

条、学校教育法第１０条）

○

� 変更の届出の処理（第２９

条）

○

� 運営の状況の報告の受理

（第３０条第１項）

○

� 報告の徴収（第３０条第２

項）

○

	 認定の辞退及び休止の届

出の処理（就学前の子ども

に関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する

法律施行条例第４条）

○

９～１７

省略

９～１７

省略

備考 省略 備考 省略

新 居 浜 市 ９６，６１４ ３２，２０５

西 条 市 ８８，２０１ ２９，４０１

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４７，７５７ １５，９１９

伊 予 市 ３０，２８４ １０，０９５

四 国 中 央 市 ７０，５６９ ２３，５２３

西 予 市 ３０，３０９ １０，１０３

東 温 市 ２７，９７２ ９，３２４

令和５年９月１５日 発行


